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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁基板上に形成されたゲートライン及びゲート電極を含むゲート配線と、
　前記ゲート配線を覆うゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜上に形成された半導体層と、
　前記半導体層上に形成されたデータライン、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ
配線と、
　前記データ配線上に形成された第１の保護膜であって、前記データ配線とオーバーラッ
プして延長された第１の保護膜第１ライン及び前記ゲート配線とオーバーラップして延長
された第１の保護膜第２ラインを含む第１の保護膜と、
　前記第１の保護膜上に形成され、前記データ配線とオーバーラップして延長された第２
の保護膜第１ライン及び前記ゲート電極とオーバーラップして延長された第２の保護膜第
２ラインを含む第２の保護膜と、
　前記ドレーン電極と電気的に連結された画素電極と、を含み、
　前記第１の保護膜及び前記第２の保護膜は、前記ドレーン電極の一部及び前記画素電極
を露出し、
　前記第２の保護膜第１ラインの幅は、前記第１の保護膜第１ラインの幅より小さく、
　前記第２の保護膜第１ラインの側壁は、前記第１の保護膜第１ラインの側壁の内側に位
置し、
　前記第２の保護膜第２ラインの幅は、前記第２の保護膜第１ラインの幅より小さく、
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　前記第２の保護膜第２ラインの側壁は、前記第２の保護膜第１ラインの側壁の内側に位
置し、
　前記第１の保護膜は、酸化珪素又は酸窒化珪素を含み、前記第２の保護膜は窒化珪素を
含むことを特徴とする薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項２】
　前記ゲート絶縁膜は、画素領域の少なくとも一部領域で前記絶縁基板を露出するように
パターニングされており、
　前記画素電極の少なくとも一部分は、前記露出された絶縁基板の真上に形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項３】
　前記第２の保護膜は、その外側壁の位置が、前記ゲート絶縁膜の外側壁の内側となるよ
うに設けられていることを特徴とする請求項１または２に記載の薄膜トランジスタアレイ
基板。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜は、窒化珪素を含むことを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに
記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項５】
　前記絶縁基板上に形成された維持電極をさらに含み、
　前記維持電極は、前記ゲート絶縁膜を介在して前記画素電極とオーバーラップされてい
ることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項６】
　前記ゲート配線は、少なくともその一側末端に形成されたゲートパッドをさらに含み、
　前記ゲート絶縁膜は、前記ゲートパッドを露出するゲートコンタクト部をさらに含み、
　前記ゲート絶縁膜は、前記ゲートライン周辺部、前記データライン周辺部及び前記ゲー
トコンタクト部を除外した前記絶縁基板の全面を覆い、前記画素電極は前記ゲート絶縁膜
上に形成された前記第２の保護膜の真上に形成されていることを特徴とする請求項１～５
のいずれか一つに記載の薄膜トランジスタアレイ基板。
【請求項７】
　前記絶縁基板上に形成された維持電極をさらに含み、
　前記維持電極は、前記ゲート絶縁膜、前記第１の保護膜及び前記第２の保護膜を介在し
て前記画素電極とオーバーラップされていることを特徴とする請求項６に記載の薄膜トラ
ンジスタアレイ基板。
【請求項８】
　前記データ配線は、少なくともその一側末端に形成されたデータパッドをさらに含み、
　前記第１の保護膜及び前記第２の保護膜は、前記データパッドを露出するデータコンタ
クト部をさらに含み、
　前記データコンタクト部に露出された前記データパッドとフルコンタクトする補助デー
タパッドをさらに含むことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の薄膜トラン
ジスタアレイ基板。
【請求項９】
　絶縁基板上に形成されたゲートライン及びゲート電極を含むゲート配線を形成する段階
と、
　前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を形成する段階と、
　前記ゲート絶縁膜上に半導体層と、データライン、ソース電極、及びドレーン電極を含
むデータ配線を形成する段階と、
　前記データ配線上に、第１の保護膜となる酸化珪素膜又は酸窒化珪素膜、及び第２の保
護膜となる窒化珪素膜を順次に形成する段階と、
　前記第２の保護膜となる窒化珪素膜及び前記第１の保護膜となる酸化珪素膜又は酸窒化
珪素膜をエッチングして、前記データ配線とオーバーラップして延長された第１の保護膜
第１ライン及び前記ゲート配線とオーバーラップして延長された第１の保護膜第２ライン
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を含む第１の保護膜、及び前記データ配線とオーバーラップして延長された第２の保護膜
第１ライン及び前記ゲート電極とオーバーラップして延長された第２の保護膜第２ライン
を含む第２の保護膜を形成する段階であって、前記第２の保護膜の外側壁を前記第１の保
護膜の外側壁の内側に設置させ、ドレーン電極－画素電極コンタクト部のドレーン電極を
露出させ、前記第２の保護膜第１ラインの幅は前記第１の保護膜第１ラインの幅より小さ
く、前記第２の保護膜第１ラインの側壁は前記第１の保護膜第１ラインの側壁の内側に位
置し、前記第２の保護膜第２ラインの幅は前記第２の保護膜第１ラインの幅より小さく、
前記第２の保護膜第２ラインの側壁は、前記第２の保護膜第１ラインの側壁の内側に位置
するように前記第１の保護膜及び前記第２の保護膜を形成する段階と、
　前記ドレーン電極と電気的に連結された画素電極を形成する段階とを含むことを特徴と
する薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜をエッチングする段階は、前記第２の保護膜に
対するエッチング率が前記第１の保護膜に対するエッチング率より高いエッチングガスを
用いて進行されることを特徴とする請求項９に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造
方法。
【請求項１１】
　前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜をエッチングする段階は等方性エッチングによ
り進行されることを特徴とする請求項９または１０に記載の薄膜トランジスタアレイ基板
の製造方法。
【請求項１２】
　前記ゲート配線を形成する段階は、前記ゲート配線及び維持電極を形成する段階であり
、
　前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜をエッチングする段階は前記第２の保護膜、前
記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階であり、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階は、
前記ゲートライン形成領域、データライン形成領域、ソース電極形成領域及びドレーン電
極－画素電極コンタクト部を除外したドレーン電極形成領域を覆う第１の領域、及び前記
第１の領域より厚さが薄く、前記維持電極形成領域を覆う第２の領域を含み、前記維持電
極形成領域を除外した画素電極が形成されている画素領域を露出するフォトレジストパタ
ーンをエッチングマスクとして用いてエッチングする段階であることを特徴とする請求項
１１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート絶縁膜は窒化珪素を含み、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階は前
記ゲート絶縁膜の外側壁を前記第２の保護膜の外側壁の外側に設置させる段階を含むこと
を特徴とする請求項１２に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記画素電極を形成する段階は、前記フォトレジストパターン上に画素電極用導電物質
を積層し、リフトオフする段階を含むことを特徴とする請求項１２または１３に記載の薄
膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記ゲート配線を形成する段階は、前記ゲート配線及び維持電極を形成する段階であり
、
　前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜をエッチングする段階は前記第２の保護膜、前
記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階であり、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜を形成する段階は、
　前記ゲートライン形成領域、データライン形成領域、ソース電極形成領域及びドレーン
電極－画素電極コンタクト部を除外したドレーン電極形成領域を覆う第１の領域、及び前
記第１の領域より厚さが薄く、前記維持電極形成領域及び前記ドレーン電極－画素電極コ
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ンタクト部を覆う第２の領域を含み、前記維持電極形成領域を除外した画素電極が形成さ
れる画素領域を露出するフォトレジストパターンをエッチングマスクとして用いて前記第
２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜を１次エッチングする段階、
　前記第２の領域を除去する段階、及び
　前記第２の領域が除去されたフォトレジストパターンをエッチングマスクとして用いて
前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜を２次エッチングする段階を含むことを特徴とす
る請求項１１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記ゲート絶縁膜は窒化珪素を含み、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階は、
前記ゲート絶縁膜の外側壁を前記第２の保護膜の外側壁の外側に設置させる段階を含むこ
とを特徴とする請求項１５に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１７】
　前記画素電極を形成する段階は、前記第２の領域が除去されたフォトレジストパターン
上に画素電極用導電物質を積層し、リフトオフする段階を含むことを特徴とする請求項１
５または１６に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記１次エッチングは、全面エッチングとなるように進行され、前記２次エッチングは
部分エッチングとなるように進行されることを特徴とする請求項１５～１７のいずれか一
つに記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記ゲート配線を形成する段階は、前記ゲート配線及び維持電極を形成する段階であり
、
　前記第２の保護膜及び前記第１の保護膜をエッチングする段階は前記第２の保護膜、前
記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階であり、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階は、
前記ゲートライン形成領域、データライン形成領域、ソース電極形成領域及びドレーン電
極－画素電極コンタクト部を除外したドレーン電極形成領域を覆う第１の領域、及び前記
第１の領域より厚さが薄く、前記画素電極形成領域を覆う第２の領域を含み、前記ゲート
ライン周辺部、前記データライン周辺部及び前記ドレーン電極－画素電極コンタクト部を
露出するフォトレジストパターンをエッチングマスクとして用いてエッチングする段階で
あることを特徴とする請求項１１に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記ゲート絶縁膜は窒化珪素を含み、
　前記第２の保護膜、前記第１の保護膜及び前記ゲート絶縁膜をエッチングする段階は、
前記ゲート絶縁膜の外側壁を前記第２の保護膜の外側壁の外側に設置させる段階を含むこ
とを特徴とする請求項１９に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記画素電極を形成する段階は、前記第２の領域が除去されたフォトレジストパターン
上に画素電極用導電物質を積層し、リフトオフする段階を含むことを特徴とする請求項１
９または２０に記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【請求項２２】
　前記データ配線を形成する段階は、前記データラインの少なくとも一側末端にデータパ
ッドを形成する段階をさらに含み、
　前記ドレーン電極を露出する段階時前記データパッドが露出されることを特徴とする請
求項９～２１のいずれか一つに記載の薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は薄膜トランジスタアレイ基板及びこれの製造方法に係り、さらに詳細には、駆
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動マージンが増加し、コンタクト部で導電物質間十分なコンタクト面積が確保された薄膜
トランジスタアレイ基板及びこれの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、互いに対向する２枚の表示板と２枚の表示板の間に介在されている液
晶層を含んでなる。各表示板は、支持基板として透明な絶縁基板が採用される。絶縁基板
上には、多数個の薄膜パターンが形成される。薄膜パターンを形成する代表的な方法は、
構成物質を積層し、マスク工程を通じてパターニングする方法がある。しかしながら、写
真エッチング工程は、フォトレジスト塗布、マスク整列、露光、ベーク、現像などの工程
が、洗浄などの工程が随伴されるので工程時間の増加と製品コスト上昇の原因になる。
【０００３】
　このようなマスク工程の数を減少させる方法としてはリフトオフ法が研究されている。
具体的な例を挙げて説明すれば、薄膜トランジスタアレイ基板の保護膜及び画素電極を形
成するとき、先ずフォトレジストパターンを用いて保護膜をパターニングし、基板全面に
導電物質を積層した後、フォトレジストストリッパーを用いてフォトレジストパターン及
び上部の導電物質を同時に除去して画素電極パターンを形成する。
【０００４】
　ところで、上面が導電物質に覆われたフォトレジストパターンを除去するためには、フ
ォトレジストパターンの側面又は下面側にフォトレジストストリッパーを接触させなけれ
ばならない。この時、フォトレジストパターンの残留によるパターン不良を防止するため
にはフォトレジストストリッパーに接触するフォトレジストパターンの接触面積を十分に
広くしなければならない。すなわち、フォトレジストパターンの下に設けられる保護膜は
フォトレジストパターンの内側に十分なアンダーカットを形成しなければならない。
【０００５】
　しかしながら、十分なアンダーカットを形成するために保護膜を過エッチングする場合
、維持電極の上部の絶縁膜が過エッチングされて厚さが不均一になり、それによって駆動
マージンが減少されてしまうという問題があった。
【０００６】
　また、過エッチングによってデータ配線が損傷され、特にコンタクト領域でデータ配線
がエッチングされてしまいコンタクト不良を惹起されるという問題があった。
【特許文献１】特開第２００１－１０９０１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、駆動マージンが増加し、コンタクト部で導電
物質間充分なコンタクト面積が確保された薄膜トランジスタアレイ基板を提供することに
ある。
【０００８】
　本発明が解決しようとする他の技術的課題は、容易なリフトオフが可能であり、ゲート
絶縁膜の過エッチングが保護され、データ配線の損傷が防止された薄膜トランジスタアレ
イ基板を提供することにある。
【０００９】
　本発明の技術的課題は以上で言及した技術的課題で制限されないし、言及されないまた
他の技術的課題は以下の記載から当業者に明確に理解されることができることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記技術的課題を達成するための本発明による薄膜トランジスタアレイ基板は、絶縁基
板上に形成されたゲートライン及びゲート電極を含むゲート配線と、前記ゲート配線を覆
うゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に形成された半導体層と、前記半導体層上に形成
されたデータライン、ソース電極及びドレーン電極を含むデータ配線と、前記データ配線



(6) JP 5395336 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

上に形成された第１の保護膜であって、前記データ配線とオーバーラップして延長された
第１の保護膜第１ライン及び前記ゲート配線とオーバーラップして延長された第１の保護
膜第２ラインを含む第１の保護膜と、前記第１の保護膜上に形成され、前記データ配線と
オーバーラップして延長された第２の保護膜第１ライン及び前記ゲート電極とオーバーラ
ップして延長された第２の保護膜第２ラインを含む第２の保護膜と、前記ドレーン電極と
電気的に連結された画素電極と、を含み、前記第１の保護膜及び前記第２の保護膜は、前
記ドレーン電極の一部及び前記画素電極を露出し、前記第２の保護膜第１ラインの幅は、
前記第１の保護膜第１ラインの幅より小さく、前記第２の保護膜第１ラインの側壁は、前
記第１の保護膜第１ラインの側壁の内側に位置し、前記第２の保護膜第２ラインの幅は、
前記第２の保護膜第１ラインの幅より小さく、前記第２の保護膜第２ラインの側壁は、前
記第２の保護膜第１ラインの側壁の内側に位置し、前記第１の保護膜は、酸化珪素又は酸
窒化珪素を含み、前記第２の保護膜は窒化珪素を含む。
【００１１】
　前記他の技術的課題を達成するための本発明による薄膜トランジスタアレイ基板の製造
方法は、絶縁基板上に形成されたゲートライン及びゲート電極を含むゲート配線を形成す
る段階と、前記ゲート配線上にゲート絶縁膜を形成する段階と、前記ゲート絶縁膜上に半
導体層と、データライン、ソース電極、及びドレーン電極を含むデータ配線を形成する段
階と、前記データ配線上に、第１の保護膜となる酸化珪素膜又は酸窒化珪素膜、及び第２
の保護膜となる窒化珪素膜を順次に形成する段階と、前記第２の保護膜となる窒化珪素膜
及び前記第１の保護膜となる酸化珪素膜又は酸窒化珪素膜をエッチングして、前記データ
配線とオーバーラップして延長された第１の保護膜第１ライン及び前記ゲート配線とオー
バーラップして延長された第１の保護膜第２ラインを含む第１の保護膜、及び前記データ
配線とオーバーラップして延長された第２の保護膜第１ライン及び前記ゲート電極とオー
バーラップして延長された第２の保護膜第２ラインを含む第２の保護膜を形成する段階で
あって、前記第２の保護膜の外側壁を前記第１の保護膜の外側壁の内側に設置させ、ドレ
ーン電極－画素電極コンタクト部のドレーン電極を露出させ、前記第２の保護膜第１ライ
ンの幅は前記第１の保護膜第１ラインの幅より小さく、前記第２の保護膜第１ラインの側
壁は前記第１の保護膜第１ラインの側壁の内側に位置し、前記第２の保護膜第２ラインの
幅は前記第２の保護膜第１ラインの幅より小さく、前記第２の保護膜第２ラインの側壁は
、前記第２の保護膜第１ラインの側壁の内側に位置するように前記第１の保護膜及び前記
第２の保護膜を形成する段階と、前記ドレーン電極と電気的に連結された画素電極を形成
する段階とを含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明による薄膜トランジスタアレイ基板及びこれの製造方法によれば、フォトレジス
トパターン下部で十分な幅のアンダーカットが確保されるため優秀なリフトオフマージン
を有する。また、維持電極と画素電極の間に介在される絶縁膜の厚さが均一になるため駆
動マージンが増加する。あわせて、ドレーン電極、データパッドなどの損傷が防止されて
コンタクト部で導電物質間十分なコンタクト面積が確保できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は添付する図面と共に詳細に後述
している実施形態を参照すれば明確になる。しかしながら、本発明は、以下で開示される
実施形態に限定されるものではなく、相異なる多様な形態で具現されるものであり、本実
施形態は、本発明の開示が完全となり、当業者に発明の範疇を完全に知らせるために提供
されるものであり、本発明は、特許請求の範囲の記載に基づいて決められなければならな
い。図面で層及び領域の大きさ及び相対的な大きさは、説明の明瞭性のため誇張されたこ
とでありうる。
【００１４】
　素子又は層が他の素子又は層の“上方”又は“上”に指称されることは、他の素子又は
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層の真上だけではなく、中間に他の層又は他の素子を介在した場合を全て含む。反面、素
子が“直接上”又は“真上”に指称されることは、中間に他の素子又は層を介在しないこ
とを示す。なお、明細書全体にかけて同一参照符号は同一構成要素を示すものとする。“
及び／又は”は、言及されたアイテムのそれぞれ及び一つ以上の全ての組合を含む。
【００１５】
　空間的に相対的な用語である“下”、“下方”、“下部”、“上”、“上部”などは図
面に示すように一つの素子又は構成要素と他の素子又は構成要素との相間関係を容易に記
述するため使用している。空間的に相対的な用語は、図面に示す方向に加えて使用時又は
動作時素子の相異なる方向をも含むものとして理解されなければならない。なお、明細書
全体にかけて同一参照符号は同一構成要素を示すものとする。
【００１６】
　本明細書で記述する実施形態は、本発明の理想的な概略図である平面図及び断面図を参
照して説明されることである。従って、製造技術及び／又は許容誤差などによって例示図
の形成が変形できる。これにより、本発明の実施形態は示す特定形態で制限されることで
はなく、製造工程によって生成する形態の変化も含むことである。従って、図面で例示さ
れた領域は概略的な属性を有し、図面で例示された領域の形は素子の領域の特定形態を例
示するためのものであり、発明の範疇を制限するためのものではない。
【００１７】
　以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板に
ついて詳細に説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板のレイアウト図である
。図２Ａ、図２Ｂ、及び図２Ｃはそれぞれ図１のＡ－Ａ’線、Ｂ－Ｂ’線、及びＣ－Ｃ’
線に沿って切った断面図である。
【００１９】
　本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板は、絶縁基板上に形成された薄
膜トランジスタ、薄膜トランジスタを覆う第１の保護膜、及び第１の保護膜上に形成され
た第２の保護膜を含む。薄膜トランジスタは制御端子、入力端子、及び出力端子を含む三
端子として、ゲート電極、ソース電極及びドレーン電極と半導体層を含んでなる。ゲート
電極は、薄膜トランジスタの制御端子を形成し、ソース電極は入力端子を形成し、ドレー
ン電極は出力端子を形成する。半導体層は、薄膜トランジスタのチャネル領域を形成する
。
【００２０】
　図１及び図２Ａ～図２Ｃを参照して、本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレ
イ基板についてさらに詳細に説明すれば、絶縁基板１０は薄膜トランジスタを支持し、例
えば透明なガラス又はプラスチックからなる。絶縁基板１０上には、ゲートライン２２、
ゲートパッド２７、及びゲート電極２４が形成されている。
【００２１】
　ゲートライン２２は、絶縁基板１０上に多数本が備えられる。それぞれのゲートライン
２２は互いに離隔されており、例えば図１の横方向のような第１の方向に平行に延長され
ていることができる。各ゲートライン２２の一側末端には幅が拡張されているゲートパッ
ド２７が形成されている。そのほか、図示しないが、変形例としてゲートパッド２７がゲ
ートライン２２の両側末端に形成されてもよい。
【００２２】
　ゲート電極２４は、ゲートライン２２と連結されている。一つのゲートライン２２には
、多数個のゲート電極２４が連結される。各ゲート電極２４は、ゲートライン２２から拡
張されて形成されている。
【００２３】
　このようなゲート電極２４、ゲートライン２２及びゲートパッド２７は絶縁基板１０の
真上に形成されている。本明細書ではゲート電極２４、ゲートライン２２及びゲートパッ
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ド２７は、説明の便宜上これらを統合して‘ゲート配線’と称する。
【００２４】
　また、絶縁基板１０の真上にはゲート配線２２、２４、２７と同一な物質からなった維
持電極２８が形成されている。維持電極２８は、ゲートライン２２と隣接して平行に延長
されている。図面に示さないが、維持電極２８の少なくとも一側末端にゲートパッド２７
と類似した維持電極パッドを形成することができる。維持電極２８の形状は多様に変形で
き、場合によっては省略されてもよい。
【００２５】
　ゲート配線２２、２４、２７及び維持電極２８は、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）
、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ
）又はこれらの合金などからなった単一膜、又はこれらの金属や合金からなった多重膜で
あることができるが、本発明は、これら例示に制限されることではない。
【００２６】
　ゲート配線２２、２４、２７及び維持電極２８は、ゲートパッド２７が補助ゲートパッ
ド９６とコンタクトするゲートコンタクト部７６形成領域を除いて、窒化珪素（ＳｉＮｘ
）などになったゲート絶縁膜３２により覆われている。ゲート絶縁膜３２は、ゲート配線
２２、２４、２７及び後述するデータ配線が形成された領域の絶縁基板１０とオーバーラ
ップされるが、画素電極９２が形成される画素領域の絶縁基板１０上に形成されず絶縁基
板１０を露出する。
【００２７】
　ゲート絶縁膜３２上には、水素化非晶質珪素などになった半導体層４４及びシリサイド
又はｎ型不純物が高濃度でドーピングされたｎ＋水素化非晶質珪素などになったオーミッ
クコンタクト層５２、５５、５６が形成されている。半導体層４４はチャネル領域を除外
して後述するデータ配線と実質的に同一なパターンとして形成される。
【００２８】
　薄膜トランジスタのチャネル領域はゲート電極２４とオーバーラップされている半導体
層４４によって形成される。オーミックコンタクト層５２、５５、５６はチャネル領域で
分離されていることを含んで、上部のデータ配線６２、６５、６６と実質的に同一なパタ
ーンを有する。
【００２９】
　半導体層４４及び上部のオーミックコンタクト層５２、５５、５６上には、データライ
ン６２、データパッド６７、ソース電極６５、及びドレーン電極６６が形成されている。
【００３０】
　データライン６２は、オーミックコンタクト層上に多数本が備えられている。それぞれ
のデータライン６２は互いに離隔されており、例えば図１の縦方向のような第２の方向に
平行に延長されてゲートライン２２と交差できる。各データライン６２の一側末端には幅
が拡張されているデータパッド６７が形成されている。データパッド６７は、データライ
ン６２の両側末端にそれぞれ形成されてもよい。
【００３１】
　ソース電極６５は、データライン６２と連結されている。一つのデータライン６２には
、多数個のソース電極６５が連結できる。それぞれのソース電極６５はそれと離隔されて
いるドレーン電極６６に対向する。ソース電極６５とドレーン電極６６の離隔空間では半
導体層４４が露出される。本明細書でデータライン６２、データパッド６７、ソース電極
６５、及びドレーン電極６６は説明の便宜上これらを統合して‘データ配線’と称する。
【００３２】
　データ配線６２、６５、６６、６７は、これに制限されることではないが、例えばアル
ミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、モリブデン（Ｍｏ）、クロム（Ｃｒ）、チ
タン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）又はこれらの合金などからなった単一膜又はこれらの金
属又は合金からなった多重膜でありうる。
【００３３】
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　データ配線６２、６５、６６、６７上には第１の保護膜７２が形成されている。第１の
保護膜７２は、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１及びデータパッド６７が補助
データパッド９７とコンタクトするデータコンタクト部７７形成領域を除外した大部分の
データ配線６２、６５、６６、６７及びチャネル領域の露出された半導体層４４上に設け
られる。
【００３４】
　また、第１の保護膜７２はゲートコンタクト部７６形成領域以外のゲート配線２２、２
４、２７ともオーバーラップされる。ここで、ゲート配線２２、２４、２７がデータ配線
６２、６５、６６、６７とオーバーラップされない領域で第１の保護膜７２はゲート配線
２２、２４、２７上のゲート絶縁膜３２上に形成される。データ配線６２、６５、６６、
６７とオーバーラップされた領域であるゲートライン２２－データライン６２交差領域や
、ゲート電極２４とオーバーラップされているソース電極６５及びドレーン電極６６形成
領域で第１の保護膜７２はそれぞれに該当するデータ配線６２、６５、６６、６７上に形
成される。ゲート電極２４とオーバーラップされたソース電極６５とドレーン電極６６の
離隔空間で第１の保護膜７２は半導体層上に形成される。第１の保護膜７２は、図２Ｂに
示すように維持電極２８上には設けられない。しかしながら、それに制限されず、図示し
ないが、本実施形態の変形例として第１の保護膜７２が維持電極２８上に設けられるよう
にしてもよい。
【００３５】
　第１の保護膜７２の構成物質は、例えば酸化珪素（ＳｉＯｘ）又は酸窒化珪素（ＳｉＯ
ｘＮｙ）などでありうる。第１の保護膜７２の厚さは、例えば５０Å～５００Åであるこ
とができ、好ましくは１００Å～３００Åでありうる。第１の保護膜７２の厚さが例えば
５０Å以上であれば、ゲート絶縁膜３２の加増エッチングとデータ配線への損傷を効果的
に防止しうる。一方、第１の保護膜７２の厚さが例えば５００Å以下であれば第１の保護
膜７２を形成する際のエッチング時間があまり長くならずにすむ。もちろんこれらの値に
限定されるものではなく、製作する装置構造や特性に応じて適宜変更可能である。
【００３６】
　第１の保護膜７２上には、第２の保護膜８２が形成されている。第２の保護膜８２は、
第１の保護膜７２上に第１の保護膜８２と完全にオーバーラップされるように形成される
。すなわち、薄膜トランジスタアレイ基板の全ての領域で第２の保護膜８２は、第１の保
護膜７２の上に設けられ、第２の保護膜８２は第１の保護膜７２の内側方向に縮小されて
いる。言い換えれば、第２の保護膜８２の外側壁は第１の保護膜７２の外側壁の内側に設
けられる。第２の保護膜８２を基準にすれば、第１の保護膜７２は外側に突出されている
。図示しないが、本実施形態の変形例として、第１の保護膜７２が維持電極２８上に設け
られる場合もありうる。このような場合には、第２の保護膜８２は維持電極２８上に設け
られていてもよく、設けられなくてもよい。
【００３７】
　一方、ゲートライン２２とデータライン６２が形成された領域でゲート絶縁膜３２は、
画素領域の絶縁基板１０を露出するようにパターニングされている。ここで第２の保護膜
８２は、その外側壁がゲート絶縁膜３２の外側壁よりも内側となるように設けられている
。
【００３８】
　また、第１の保護膜７２の外側壁はゲート絶縁膜３２を基準にゲート絶縁膜３２の内側
に設けられるか、或いは外側壁に実質的に整列した同じ位置となるようにしてもよい。図
示しないが、本実施形態の変形例としては第１の保護膜７２の外側壁はゲート絶縁膜３２
の外側壁より外側に設けられてもよい。すなわち、第１の保護膜７２がゲート絶縁膜３２
より突出されていてもよい。
【００３９】
　第２の保護膜８２の構成物質は、例えば窒化珪素でありうる。第２の保護膜８２は、第
１の保護膜７２より厚く形成でき、例えば１０００Å～３０００Å、好ましくは１５００
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Å～２５００Åの厚さを有することができる。第２の保護膜８２を例えば１０００Å以上
とすることで、リフトオフマージンを確保することができる。一方、第２の保護膜８２を
例えば３０００Å以下とすることで、第２の保護膜８２を形成する際のエッチング時間が
あまり長くならずにすむ。もちろんこれらの値に限定されるものではなく、製作する装置
構造や特性に応じて適宜変更可能である。
【００４０】
　このような第１の保護膜７２と第２の保護膜８２は、データ配線６２、６５、６６、６
７、半導体層４４やゲート配線２２、２４、２７などのような下部構造物を保護するパッ
シベーション膜となる。
【００４１】
　一方、ゲートパッド２７形成領域では、ゲート絶縁膜３２、第１の保護膜７２及び第２
の保護膜８２を貫通するゲートコンタクト部７６が形成されており、データパッド６７形
成領域では第１の保護膜７２及び第２の保護膜８２を貫通するデータコンタクト部７７が
形成されている。
【００４２】
　画素領域の露出された絶縁基板１０上には、ＩＴＯやＩＺＯなどのような透明な導電物
質又は銅や銀のような反射性導電物質からなった画素電極９２が形成されている。画素電
極９２は、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１にまで拡張されており、ここでド
レーン電極６６と電気的に連結される。第１の保護膜７２と第２の保護膜８２は画素電極
９２とオーバーラップされない。但し、維持電極２８形成領域で画素電極９２はゲート絶
縁膜３２にオーバーラップされ、本実施形態の変形例で維持電極形成領域上に第１の保護
膜７２及び／又は第２の保護膜８２が形成された場合、この領域で画素電極９２が第１の
保護膜７２及び／又は第２の保護膜８２ともオーバーラップできる。このような維持電極
２８と画素電極９２との間に介在されるゲート絶縁膜３２、第１の保護膜７２及び／又は
第２の保護膜８２は厚さが均一で優秀な駆動マージンを提供できる。
【００４３】
　また、ゲートパッド２７形成領域及びゲートパッド２７と電気的に連結された補助ゲー
トパッド９６が形成されており、データパッド６７形成領域ではデータパッド６７と電気
的に連結された補助データパッド９７が形成されている。補助ゲートパッド９６及び補助
データパッド９７は画素電極９２と同一な物質からなることができる。
【００４４】
　以下、前記のような薄膜トランジスタアレイ基板を製造する方法について説明する。
【００４５】
　図３Ａ～図１１Ｃは、本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方
法の工程段階別断面図である。具体的には、図３Ａ、図４Ａ、図５Ａ、図６Ａ、図７Ａ、
図８Ａ、図９Ａ、図１０Ａ及び図１１Ａは、図２Ａに示す断面図を有する薄膜トランジス
タアレイ基板を製造するための断面図であり、図３Ｂ、図４Ｂ、図５Ｂ、図６Ｂ、図７Ｂ
、図８Ｂ、図９Ｂ、図１０Ｂ及び図１１Ｂは、図２Ｂに示す断面図を有する薄膜トランジ
スタアレイ基板を製造するための断面図であり、　図３Ｃ、図４Ｃ、図５Ｃ、図６Ｃ、図
７Ｃ、図８Ｃ、図９Ｃ、図１０Ｃ及び図１１Ｃは、図２Ｃに示す断面図を有する薄膜トラ
ンジスタアレイ基板を製造するための断面図である。
【００４６】
　先ず、図３Ａ～図３Ｃを参照すれば、絶縁基板１０上にゲート配線２２、２４、２７及
び維持電極２８を形成する。具体的には、絶縁基板１０上にゲート導電層を例えばスパッ
タリングなどを用いて積層した後、これを写真エッチングしてゲートライン２２、ゲート
パッド２７、ゲート電極２４及び維持電極２８を形成する。
【００４７】
　続いて、図４Ａ～図４Ｃを参照すれば、図３Ａ～図３Ｃの結果物上にゲート絶縁膜３２
、水素化非晶質珪素（ｈｙｄｒｏｇｅｎａｔｅｄ　ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ
）などよりなった第１の非晶質珪素（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｉｌｉｃｏｎ）４０、及び
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シリサイド又はｎ型不純物が高濃度でドーピングされたｎ＋水素化非晶質珪素などよりな
った第２の非晶質珪素層５０を積層する。
【００４８】
　ゲート絶縁膜３２、第１の非晶質珪素層４０及び第２の非晶質珪素層５０の積層は、例
えば化学気相蒸着（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ、ＣＶＤ）に
より形成することができる。
【００４９】
　次に、第２の非晶質珪素層５０上に例えばスパッタリングなどを用いてデータ導電層６
０を積層する。
【００５０】
　その次に、図５Ａ～図５Ｃを参照すれば、データ導電層６０上にフォトレジストパター
ン２０１、２０２を形成する。フォトレジストパターンは、第１の領域２０１及び第１の
領域２０１より厚さが薄い第２の領域２０２を含む。第１の領域２０１は、図２Ａ～図２
Ｃに示されているデータライン６２、データパッド６７、ソース電極６５及びドレーン電
極６６形成領域を覆い、第２の領域２０２はソース電極６５とドレーン電極６６の離隔空
間を覆う。
【００５１】
　この時、各領域のフォトレジストパターン２０１、２０２のサイズは後属するエッチン
グ工程及びアッシング工程時ダウンサイジングされることを勘案して所定のマージンを有
するようにする。前記のような領域別に異なる厚さを有するフォトレジストパターンはス
リットマスク又はハーフトーンマスクを用いて形成でき、これは後述する他のフォトレジ
ストパターンの場合にも同一に適用できることは自明である。
【００５２】
　続いて、図６Ａ～図６Ｃを参照すれば、図５Ａ～図５Ｃに示すフォトレジストパターン
２０１、２０２をエッチングマスクとして用いて露出されたデータ導電層６０をエッチン
グする。データ導電層６０のエッチングは、データ導電層６０の種類、厚さなどによって
異なるが、好適な一例として、湿式エッチングで進行できる。その結果、データライン６
２、及びデータパッド６７のパターンが完成される。一方、チャネル領域のソース電極６
５及びドレーン電極６６のパターンは完成されず、この領域でデータ導電層６４は分離さ
れずやはり一体型に残留する。
【００５３】
　データ導電層６０がエッチングされれば、下部の第２の非晶質珪素層５０が露出され、
露出され続けた第２の非晶質珪素層５０及びその下部の第１の非晶質珪素層４０をエッチ
ングする。第２の非晶質珪素層５０及び第１の非晶質珪素層４０のエッチングは例えば、
乾式エッチングで進行できる。第１の非晶質珪素層４０のエッチングの結果、半導体層４
４が完成される。第１の非晶質珪素層４０がエッチングされた領域では、ゲート絶縁膜３
２が露出される。本段階では、エッチングマスクであるフォトレジストパターンも一部エ
ッチングされてダウンサイジングされる。エッチングされた第２の非晶質珪素層５２、５
４及び完成された半導体層４４のパターンは上部のデータライン６２、データパッド６７
及びチャネル領域の分離されないデータ導電層６４と実質的に同一である。
【００５４】
　続いて、図７Ａ～図７Ｃを参照すれば、フォトレジストパターン２０１、２０２の第２
の領域２０２を除去して下部のデータ導電層６４を露出する。第２の領域２０２の除去は
Ｏ２を用いるアッシング工程で進行できる。この時、フォトレジストパターンの第１の領
域２１１もダウンサイジングされて大きさが小さくなる。一方、前記エッチング段階にお
いて、フォトレジストパターンの第２の領域が既に除去されていてもよく、この場合アッ
シング工程は省略できる。
【００５５】
　次に、図８Ａ～図８Ｃを参照すれば、ダウンサイジングされたフォトレジストパターン
の第１の領域２１１をエッチングマスクとして用いて露出されているチャネル領域のデー
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タ導電層６４をエッチングする。その結果ソース電極６５及びドレーン電極６６のパター
ンが完成され、ソース電極６５とドレーン電極６６の離隔空間の間に第２の非晶質珪素層
５４が露出される。露出され続けた第２の非晶質珪素層５４をエッチングして分離する。
その結果、オーミックコンタクト層５２、５５、５６が完成される。第２の非晶質珪素層
５４がエッチングされた領域では半導体層４４が露出される。
【００５６】
　その次に、図９Ａ～図９Ｃを参照すれば、図８Ａ～図８Ｃの結果物上に例えばＣＶＤを
用いて第１の保護膜７０及び第２の保護膜８０を順次に積層する。
【００５７】
　続いて、第２の保護膜８０上にフォトレジストパターン３０１、３０２を形成する。フ
ォトレジストパターンは、第１の領域３０１及び第１の領域３０１より厚さが薄い第２の
領域３０２を含む。第１の領域３０１は、図１及び図２Ａ～図２Ｃに示すゲート配線２２
、２４形成領域、データ配線６２、６５、６６、６７形成領域及び半導体層４４形成領域
を覆う。但し、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１及びゲートパッド２７形成領
域及びデータパッド６７形成領域の第２の保護膜８０は露出する。第２の領域３０２は維
持電極２８形成領域を覆う。
【００５８】
　次に、図１０Ａ～図１０Ｃを参照すれば、フォトレジストパターン３０１をエッチング
マスクとして用いて露出された第２の保護膜８０及びその下部の第１の保護膜７０をエッ
チングする。第２の保護膜８０及び第１の保護膜７０のエッチングは乾式エッチングで進
行される。この時、前記エッチングは異方性エッチングで進行されてもよいが、アンダー
カットによるリフトオフマージンを確保するため等方性エッチングで進行できる。
【００５９】
　第２の保護膜８０及び第１の保護膜７０のエッチングには、第２の保護膜８０及び第１
の保護膜７０についてエッチング選択比が大きいエッチングガスが好ましく用いられる。
具体的には、エッチングマスクは第１の保護膜７０に対するエッチング率より第２の保護
膜８０に対するエッチング率が高いことが好ましい。例えば、第１の保護膜７０に対する
エッチング率と第２の保護膜８０に対するエッチング率が１：５～１：２０であるエッチ
ングガスが使用できる。このようなエッチングガスは、例えばＣＦ４、ＳＦ６、ＣＨＦ３

、Ｏ２、又はこれらのガスを適宜調合したものであってもよい。このようなエッチングガ
スの構成要素の組成や組成比を調節することによってエッチング率を制御できる。また、
より具体的なエッチングガスの一例として、ＳＦ６及びＯ２の組成比が２：１であるエッ
チングガスが使用できる。例示したエッチングガスは本発明を制限するものではない。
【００６０】
　前記のように、第１の保護膜７０に対するエッチング率より第２の保護膜８０に対する
エッチング率が高いエッチングガスを使用することで、第２の保護膜８０のエッチング後
、下部の第１の保護膜７０に対するエッチング時間が増加するようになる。従って、下部
の第１の保護膜７０をエッチングする間第２の保護膜８２はフォトレジストパターン３０
１の内側方向に十分に過エッチングされて十分な幅のアンダーカットが確保できる。
【００６１】
　第２の保護膜８２の過エッチングが行われる間、データパッド６７、ドレーン電極６６
などの構造物は第１の保護膜７２に覆われて保護される。従って、データ配線６２、６５
、６６、６７として例えば、モリブデンなどのように乾式エッチングに脆弱な物質を使用
しても、本段階でエッチングされず保護される。従って、データパッド６７及びドレーン
電極６６が過度に除去されないので、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１及びデ
ータコンタクト部７７で導電物質間十分なコンタクト面積が確保できる。また、第２の保
護膜８２の過エッチングが行われる間半導体層４４も第１の保護膜７０によって保護され
るので、半導体層４４のアンダーカットが防止できる。
【００６２】
　一方、第１の保護膜７０はエッチング率が低いのでフォトレジストパターン３０１、３
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０２のマスク形状によってパターニングされ、アンダーカットの発生は微微である。従っ
て、第１の保護膜７２のエッチング結果、第１の保護膜７２の側壁は第２の保護膜８２の
側壁より突出するようになる。
【００６３】
　第１の保護膜７２がエッチングされれば、続けて下部のゲート絶縁膜３２をエッチング
する。本段階でも第２の保護膜８２は、内側にさらに過エッチングされ、アンダーカット
の幅はさらに広くなる。例えば、本段階で第２の保護膜８２によって形成されたアンダー
カットの幅は４μｍ～３０μｍでありうる。
【００６４】
　一方、ゲート絶縁膜３０が第２の保護膜８２と同一な物質又はエッチング率が類似した
物質からなった場合、ゲート絶縁膜３０のエッチング率は上部の第１の保護膜７２のエッ
チング率より高くなる。ここで、このようなエッチング率の差によって第１の保護膜７２
の内側にゲート絶縁膜３２によるアンダーカットが形成されて第１の保護膜７２がゲート
絶縁膜３２から外側に一部突出されてもよいが、この場合にもゲート絶縁膜３２は第２の
保護膜８２よりエッチングガスに露出される時間が短いので過エッチングされる程度が小
さい。従って、第２の保護膜８２に対する第１の保護膜７２の突出程度がゲート絶縁膜３
２に対する第１の保護膜７２の突出程度よりは大きい。言い換えれば、第２の保護膜８２
の外側壁はゲート絶縁膜３２の外側壁の内側に設けられるようになる。
【００６５】
　ゲート絶縁膜３２と第１の保護膜７２間の位置関係は、工程条件によって異なることが
できる。すなわち、エッチングガスの組成、エッチングガスの濃度、各構造物の厚さ、エ
ッチング工程時間などを制御するようになれば、ゲート絶縁膜３２に対する第１の保護膜
７２の突出程度を最小化するか、或いはこれらの側壁を同一なライン上に整列させてもよ
い。ひいて、前記エッチング条件の制御と一緒にゲート絶縁膜３２のエッチング時に、そ
のエッチング方法を異方性エッチングに変えて進行するようにして、第１の保護膜７２の
外側壁をゲート絶縁膜３２の内側となるよに設置させてもよい。
【００６６】
　前記エッチングの結果、ドレーン電極６６が露出され、画素領域の絶縁基板１０が露出
される。また、ゲートパッド２７及びデータパッド６７が露出されてゲートコンタクト部
７６及びデータコンタクト部７７が形成される。
【００６７】
　一方、フォトレジストパターン３０１、３０２が覆われない第２の保護膜８２、第１の
保護膜７２及びゲート絶縁膜３２のエッチングのうちフォトレジストパターン３０１、３
０２またダウンサイジングされる。フォトレジストパターンの第２の領域３０２の厚さを
薄くするか、フォトレジストパターン３０１、３０２に対するエッチング率が高いエッチ
ングガスを使用するようになれば、前記エッチング段階でフォトレジストパターンの第２
の領域３０２を除去し、ダウンサイジングされた第１の領域３１１のみを残留させること
ができる。この時、第２の領域３０２下に設けられる絶縁膜３０、７０、８０の残留要否
もフォトレジストパターンの第２の領域３０２の厚さ及び／又はフォトレジストパターン
３０１、３０２に対するエッチング率によって調節できる。
【００６８】
　例えば、フォトレジストパターンの第２の領域３０２の厚さが第１の厚さであり、フォ
トレジストパターン３０１、３０２に対するエッチング率が第１のエッチング率である場
合、フォトレジストパターンの第２の領域３０２のみが選択的に除去され、下部の絶縁膜
３０、７０、８０は全て残留されると仮定すれば、下部の絶縁膜のうち第２の絶縁膜８０
を除去し、第１の絶縁膜７０以下を残留させるためには、第２の領域３０２の厚さを第１
の厚さより厚い第２の厚さにするか、或いはフォトレジストパターン３０１、３０２に対
して第１のエッチング率より高い第２のエッチング率を有するエッチングガスを用いて進
行できる。下部絶縁膜のうち第２の絶縁膜８０及び第１の絶縁膜７０を除去し、ゲート絶
縁膜３０のみを残留させるためには、第２の領域３０２の厚さを第２の厚さより厚い第３
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の厚さにするか、或いはフォトレジストパターン３０１、３０２に対して第２のエッチン
グ率より高い第３のエッチング率を有するエッチングガスを用いて進行できる。
【００６９】
　図１０Ｂでは、維持電極２８の維持容量を増加させるための好適な一例として第２の領
域３０２下部の絶縁膜のうちゲート絶縁膜３０のみが残留された場合が示されている。図
１０Ｂの例示でゲート絶縁膜３２はエッチング工程が完了されるときまで第１の保護膜７
２によって覆われて保護される時間が増加するのでゲート絶縁膜３２の不均一なエッチン
グが防止できる。従って、均一な維持容量が確保できるので駆動マージンが向上できる。
同様に、維持電極２８上にゲート絶縁膜３０及び第１の絶縁膜７０を残留させる場合にも
不均一なエッチングが防止されて均一な維持容量が確保できるものは勿論である。
【００７０】
　続いて、図１１Ａ～図１１Ｃを参照すれば、図１０Ａ～図１０Ｃの結果物の全面に例え
ば、スパッタリングなどを用いて画素電極用導電物質９０を積層する。画素電極用導電物
質９０の一部はダウンサイジングされたフォトレジストパターンの第１の領域３１１上に
、残りは露出された構造物上に直ちに積層される。
【００７１】
　次に、再び図２Ａ～図２Ｃを参照すれば、リフトオフ法を用いてダウンサイジングされ
たフォトレジストパターンの第１の領域３１１及びその上部に存在する画素電極用導電物
質９０を除去する。具体的には、例えばアミン系、グリコール系などを含むフォトレジス
トストリッパーを噴射方式又はディップ方式などによってフォトレジストパターン３１１
に接触させれば、フォトレジストストリッパーがフォトレジストパターン３１１を溶解さ
せて第２の保護膜８２からフォトレジストパターン３１１を剥離し、同時にフォトレジス
トパターン３１１上に存在する画素電極用導電物質９０も除去する。ここで、フォトレジ
ストパターン３１１及び上部の画素電極用導電物質９０の除去率はフォトレジストパター
ン３１１とフォトレジストストリッパーの接触時間及び接触面積に関係される。本段階で
は、前述したようにフォトレジストパターンの第１の領域３１１の下で第１の保護膜７２
によって形成されたアンダーカットの幅が広いので、フォトレジストパターンの第１の領
域３１１とフォトレジストストリッパーとの接触面積が増加するようになる。従って、フ
ォトレジストパターン３１１及び上部の画素電極用導電物質９０の除去率が優秀なことを
容易に理解できる。フォトレジストパターンの第１の領域３１１及びその上部の画素電極
用導電物質９０の除去結果、画素電極９２、補助ゲートパッド９６及び補助データパッド
９７のパターンが完成される。
【００７２】
　以下、本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法について説
明する。以下では、図３Ａ～図１１Ｃ及び図２Ａ～図２Ｃを参照して説明した本発明の一
実施形態と同一な構造、構成及び方法については、その説明を省略するか、簡略化し、差
異点を中心に説明する。図１２Ａ～図１５Ｃは、本発明の他の実施形態による薄膜トラン
ジスタアレイ基板の製造方法の工程段階別断面図である。ここで、図１２Ａ、図１３Ａ、
図１４Ａ、及び図１５Ａは、図２Ａに示す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を
製造するための断面図であり、図１２Ｂ、図１３Ｂ、図１４Ｂ、及び図１５Ｂは、図２Ｂ
に示す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を製造するための断面図であり、図１
２Ｃ、図１３Ｃ、図１４Ｃ、及び図１５Ｃは、図２Ｃに示す断面図を有する薄膜トランジ
スタアレイ基板を製造するための断面図である。
【００７３】
　本実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、ソース電極６５及びドレ
ーン電極６６のパターンとオーミックコンタクト層５２、５５、５６を形成し、半導体層
４４を露出させる段階までは、本発明の一実施形態と実質的に同一である。図１２Ａ～図
１２Ｃを参照すれば、前記段階の結果物上に例えばＣＶＤを用いて第１の保護膜７０及び
第２の保護膜８０を順次に積層する。
【００７４】



(15) JP 5395336 B2 2014.1.22

10

20

30

40

50

　続いて、第２の保護膜８０上にフォトレジストパターン４０１、４０２を形成する。フ
ォトレジストパターンは、第１の領域４０１及び第１の領域４０１より厚さが薄い第２の
領域４０２を含む。ここで、第１の領域４０１はゲート配線２２、２４、２７、データ配
線６２、６５、６６形成領域及び半導体層４４形成領域を覆い、ゲートパッド２７形成領
域の第２の保護膜８０は、露出する点は本発明の一実施形態と同一である。しかしながら
、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１及びデータパッド６７形成領域は、第２の
領域４０２によって覆われている点が本発明の一実施形態でと差異がある。また、第２の
領域４０２は後属する第２の保護膜８０、第１の保護膜７０及びゲート絶縁膜３０のエッ
チングのうちに除去されなくてもよいので、本発明の一実施形態よりさらに厚くすること
ができる。
【００７５】
　次に、図１３Ａ～図１３Ｃを参照すれば、フォトレジストパターンをエッチングマスク
として用いて露出された第２の保護膜８２及びその下部の第１の保護膜７２、ゲート絶縁
膜３２を順次に１次エッチングする。本エッチングは、本発明の一実施形態での第２の保
護膜８０、第１の保護膜７０及びゲート絶縁膜３０のエッチングと実質的に同一である。
従って、第１の保護膜７２及びゲート絶縁膜３２は第２の保護膜８２より外側に突出され
、第１の保護膜７２の外側壁はゲート絶縁膜３２の内側に設けられるか、或いは外側壁に
実質的に整列でき、ゲート絶縁膜３２の外側壁に設けられてもよい。但し、本段階でドレ
ーン電極－画素電極コンタクト部１０１とデータパッド６７形成領域がフォトレジストパ
ターンの第２の領域４０２によって保護される差異からドレーン電極６６及びデータパッ
ド６７の損傷がさらに防止できる。また、半導体層４４が第２の保護膜８２によって保護
されるので、半導体層４４のアンダーカットが防止できる。本段階で、エッチングマスク
であるフォトレジストパターン４０１、４０２も一部エッチングされてダウンサイジング
される。
【００７６】
　その次に、図１４Ａ～図１４Ｃを参照すれば、フォトレジストパターンの第２の領域４
０２を除去してドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１、データパッド６７領域及び
維持電極２８上の第２の保護膜８２を露出する。第２の領域４０２の除去は、Ｏ２を用い
るアッシング工程で進行できる。この時、フォトレジストパターンの第１の領域４１１も
ダウンサイジングされて大きさが小さくなる。一方、前記１次エッチング段階でフォトレ
ジストパターンの第２の領域４０２が既に除去されてもよく、この場合アッシング工程は
省略できる。
【００７７】
　続いて、図１５Ａ～図１５Ｃを参照すれば、ダウンサイジングされたフォトレジストパ
ターンの第１の領域４１１をエッチングマスクとして用いてドレーン電極－画素電極コン
タクト部１０１、データパッド６７形成領域と維持電極２８形成領域の第２の保護膜８２
及び第１の保護膜７２を２次エッチングする。前記２次エッチングにドレーン電極－画素
電極コンタクト部１０１上のドレーン電極６６、データパッド６７、及び維持電極２８上
のゲート絶縁膜３２が露出する。この時、第１の保護膜７０のエッチング率は第２の保護
膜８０のエッチング率より低いので、第１の保護膜７０のエッチングのうち、第２の保護
膜８２のアンダーカットの幅はさらに増加するようになる。
【００７８】
　一方、２次エッチングは全面エッチングとなるように進行される１次エッチングとは違
って、ゲート絶縁膜３２をエッチングせず、ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０１
及び維持電極２８形成領域の第２の保護膜８０及び第１の保護膜７０だけをエッチングす
るので、部分エッチングとなるように行われる。すなわち、例えば、１次エッチングは約
３０秒～２００秒の間進行される反面、２次エッチングは約１０秒～２０秒の間のみ進行
させる。従って、２次エッチングによって露出されるドレーン電極６６及びデータパッド
６７はエッチングガスによる損傷がさらに防止できるので、ドレーン電極－画素電極コン
タクト部１０１及びデータコンタクト部７７で導電物質間の十分なコンタクト面積が確保
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できる。また、維持電極２８上のゲート絶縁膜３２の場合にもエッチングガスによる損傷
が防止されるので、厚さの均一性が確保されて駆動マージンがさらに増加できる。あわせ
て、半導体層４４もエッチングガスに対する露出時間が短くてアンダーカットがさらに防
止できる。
【００７９】
　次に、図１５Ａ～図１５Ｃの結果物に画素電極用導電物質を積層し、フォトレジストパ
ターンを除去することは本発明の一実施形態と同一であり、重複説明は省略する。
【００８０】
　図１２Ａ～図１５Ｃの実施形態で、ゲートパッド２７形成領域はフォトレジストパター
ン４０１、４０２によって覆われず露出されているが、図示しない本実施形態の変形例と
してはフォトレジストパターンがゲートパッド２７形成領域をさらに覆うようにしてもよ
い。この場合、ゲートパッド２７形成領域を覆うフォトレジストパターンの領域は第２の
領域４０２より厚さが薄い第３の領域（図示せず）でありうる。第３の領域は少なくとも
１次エッチングの間全部除去され、続けて１次エッチングの間下部の第２の保護膜８２、
第１の保護膜７２及び／又はゲート絶縁膜３２までも一部除去できる厚さにし、同時に２
次エッチング時残りゲートパッド２７を覆っているゲート絶縁膜３２が全て除去できる条
件を満足するようにする。
【００８１】
　一方、本実施形態のさらに他の変形例としては、ドレーン電極－画素電極コンタクト部
及び／又はデータパッド形成領域を覆うフォトレジストパターンの第２の領域が一部又は
全部省略されてもよい。
【００８２】
　前述した本発明の一実施形態及び他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製
造方法は、第１の保護膜及び第２の保護膜のエッチングが１回に進行されるか、なければ
２回に分けられて進行されるかに差異があるが、これらの方法は部分的に互いに組み合わ
せることができる。
【００８３】
　具体的な例として、本発明の一実施形態でのドレーン電極－画素電極コンタクト部及び
／又はデータパッド形成領域がフォトレジストパターンの第２の領域によって覆われてい
る。この場合、フォトレジストパターンの第２の領域、下部の第２の保護膜及び第１の保
護膜は露出された領域の第２の保護膜、第１の保護膜及びゲート絶縁膜のエッチングのう
ちに全部除去できる工程条件を満足するようにする。しかしながら、前記方法の組み合わ
せは前記例示に制限されないものは勿論である。
【００８４】
　続けて、本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板について説明する。
本実施形態で図１及び図２Ａ～図２Ｃの実施形態と同一な構造についてはその説明を省略
するか、簡略化する。図１６は、本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基
板のレイアウト図である。図１７Ａ～図１７Ｃは、それぞれ図１６のＡ－Ａ’線、Ｂ－Ｂ
’線、及びＣ－Ｃ’線に沿って切った断面図である。
【００８５】
　図１６及び図１７Ａ～図１７Ｃを参照すれば、本実施形態による薄膜トランジスタアレ
イ基板はゲート絶縁膜３０がゲートライン２２周辺部、データライン６２周辺部及びゲー
トコンタクト部７６を除外した全ての領域で絶縁基板１０を覆っている点で図２Ａ～図２
Ｃの実施形態と差異がある。製造工程によってはゲートライン２２周辺部とデータライン
６２周辺部は分離されなくてもよい。画素領域で画素電極９２はゲート絶縁膜３２、第１
の保護膜７２及び第２の保護膜８２とオーバーラップされており、第２の保護膜８２の真
上に設けられる。また、画素電極９２と維持電極２８の間にはゲート絶縁膜３２だけでは
なく、第１の保護膜７２及び第２の保護膜８２が介在する。
【００８６】
　また、第１の保護膜７２及び第２の保護膜８２は、ゲート絶縁膜３２が形成された領域
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のうちドレーン電極－画素電極コンタクト部１０２及びデータパッド６７が補助データパ
ッド９７とコンタクトするデータコンタクト部７７形成領域を除外した大部分の領域を覆
う。但し、ゲートライン２２及びデータライン６２が形成された領域では画素電極９２を
画素別に分離するため互いに分離されている。ドレーン電極－画素電極コンタクト部１０
２は、第１及び第２の保護膜７２、８２によって取り囲まれている。本実施形態の場合に
も第１の保護膜７２は第２の保護膜８２に完全にオーバーラップされている。
【００８７】
　本実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板は画素電極がゲート絶縁膜、第１の保護
膜及び第２の保護膜上に設けられるので、画素電極形成領域と薄膜トランジスタ形成領域
の段差が減少する。従って、これを液晶表示装置に適用する場合セルギャップの均一性を
向上させることができる。
【００８８】
　以下、図１７Ａ～図１７Ｃに示す薄膜トランジスタアレイ基板を製造する方法について
説明する。本実施形態で、前述した実施形態による方法と同一な方法についてはその説明
を省略するか、簡略化し、差異点を中心に説明する。図１８Ａ～図２１Ｃは、本発明のさ
らに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階別断面図であ
る。ここで、図１８Ａ、図１９Ａ、図２０Ａ、及び図２１Ａは図１７Ａに示す断面図を有
する薄膜トランジスタアレイ基板を製造するための断面図であり、図１８Ｂ、図１９Ｂ、
図２０Ｂ、及び図２１Ｂは図１７Ｂに示す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を
製造するための断面図であり、図１８Ｃ、図１９Ｃ、図２０Ｃ、及び図２１Ｃは図１７Ｃ
に示す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を製造するための断面図である。
【００８９】
　本実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、ソース電極６５及びドレ
ーン電極６６のパターンとオーミックコンタクト層５２、５５、５６を形成し、半導体層
４４を露出する段階までは本発明の一実施形態と実質的に同一である。図１８Ａ～図１８
Ｃを参照すれば、前記段階の結果物上に例えばＣＶＤを用いて第１の保護膜７０及び第２
の保護膜８０を順次に積層する。
【００９０】
　続いて、第２の保護膜８０上にフォトレジストパターン５０１、５０２を形成する。フ
ォトレジストパターンは、第１の領域５０１及び第１の領域５０１より厚さが薄い第２の
領域５０２を含む。ここで第１の領域５０１は、ゲート配線２２、２４形成領域、データ
配線６２、６５、６６形成領域及び半導体層４４形成領域を覆う。但し、ゲートパッド２
７形成領域、データパッド６７形成領域及びドレーン電極－画素電極コンタクト部１０２
の第２の保護膜８２は露出する。第２の領域５０２は、維持電極２８形成領域だけではな
く、大部分の画素領域を覆う。但し、ゲートライン２２とデータライン６２の周辺部は露
出する。
【００９１】
　次に、図１９Ａ～図１９Ｃを参照すれば、フォトレジストパターン５０１、５０２をエ
ッチングマスクとして用いて露出された第２の保護膜８０、その下部の第１の保護膜７０
及びゲート絶縁膜３０をエッチングする。その結果、ドレーン電極－画素電極コンタクト
部１０２のドレーン電極６６が露出され、ゲートライン２２及びデータライン６２周辺部
の絶縁基板１０が露出される。また、ゲートパッド２７及びデータパッド６７が露出され
て、ゲートコンタクト部７６及びデータコンタクト部７７が形成される。ここで、第２の
保護膜８２及び第１の保護膜７２のエッチングは本発明の一実施形態でのように第１の保
護膜７２に対するエッチング率より第２の保護膜８２に対するエッチング率が高いエッチ
ングガスを用いて行われ、それによりフォトレジストパターン５０１、５０２下部の第２
の保護膜８２は十分な幅のアンダーカットを有するようになる。
【００９２】
　その次に、図２０Ａ～図２０Ｃを参照すれば、フォトレジストパターンの第２の領域５
０２を除去する。第２の領域５０２の除去はＯ２を用いるアッシング工程で進行できる。
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この時、フォトレジストパターンの第１の領域５１１もダウンサイジングされて小さくな
る。フォトレジストパターンの第２の領域５０２が除去されれば、画素領域の第２の保護
膜８２が露出される。前記第２の保護膜８０及びその下部の第１の保護膜７０のエッチン
グ段階でフォトレジストパターンの第２の領域５０２は既に除去でき、この場合アッシン
グ工程は省略できる。
【００９３】
　続いて、図２１Ａ～図２１Ｃを参照すれば、図２０Ａ～図２０Ｃの結果物に画素電極用
導電物質９０を積層する。
【００９４】
　次に、ダウンサイジングされたフォトレジストパターンの第１の領域５１１及び上部の
画素電極用導電物質９０を除去する。本段階は、本発明の一実施形態で説明したリフトオ
フ法と同一な方法で進行できる。その結果図１７Ａ～図１７Ｃに示すように画素電極９２
、補助ゲートパッド９６及び補助データパッド９７のパターンが完成される。
【００９５】
　続けて図１７Ａ～図１７Ｃの薄膜トランジスタアレイ基板を製造するための本発明のさ
らに他の実施形態による方法について説明する。本実施形態で、前述した実施形態による
方法と同一な方法についてはその説明を省略するか、簡略化し、差異点を中心に説明する
。図２２Ａ～図２３Ｃは、本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基
板の製造方法の工程段階別断面図である。ここで、図２２Ａ及び図２３Ａは図１７Ａに示
す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を製造するための断面図であり、図２２Ｂ
及び図２３Ｂは図１７Ｂに示す断面図を有する薄膜トランジスタアレイ基板を製造するた
めの断面図であり、　図２２Ｃ及び図２３Ｃは図１７Ｃに示す断面図を有する薄膜トラン
ジスタアレイ基板を製造するための断面図である。
【００９６】
　本実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法は、ソース電極６５及びドレ
ーン電極６６のパターンとオーミックコンタクト層５２、５５、５６を形成し、半導体層
４４を露出する段階までは本発明の一実施形態と実質的に同一である。図２２Ａ～図２２
Ｃを参照すれば、前記段階の結果物上に例えばＣＶＤを用いて第１の保護膜７０及び第２
の保護膜８０を順次に積層する。
【００９７】
　次に、第２の保護膜８０上にフォトレジストパターン６０１を形成する。ここで、フォ
トレジストパターン６０１は、第１の領域及び第２の領域の区分なしに均一な厚さで形成
されることを除外しては図１８Ａ～図１８Ｃに示すフォトレジストパターンと実質的に同
一である。
【００９８】
　その次に、図２３Ａ～図２３Ｃを参照すれば、フォトレジストパターン６０１をエッチ
ングマスクとして用いて露出された第２の保護膜８０、下部の第１の保護膜７０、及び下
部のゲート絶縁膜３０をエッチングする。その結果、ドレーン電極－画素電極コンタクト
部１０２のドレーン電極６６が露出され、ゲートライン２２及びデータライン６２周辺部
の絶縁基板１０が露出される。また、ゲートパッド２７及びデータパッド６７が露出され
て、ゲートコンタクト部７６及びデータコンタクト部７７が形成される。前記エッチング
段階で第１の保護膜７０がエッチングされて除去されるときまで下部のドレーン電極６６
及びデータパッド６７はエッチングガスから保護される。従って、エッチングガスに露出
される時間が減少するためこれらの損傷が防止できる。
【００９９】
　続いて、図示していないがが、フォトレジストパターンを除去し、画素電極用導電物質
を積層した後、さらにフォトレジストパターンを形成した後、エッチング工程を用いてパ
ターニングして図１７Ａ～図１７Ｃに示すような画素電極９２、補助ゲートパッド９６及
び補助データパッド９７を完成する。本実施形態は、画素電極用導電物質の写真エッチン
グ工程を含むので、ゲートライン及びデータライン周辺部の第２の保護膜、第１の保護膜
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及びゲート絶縁膜は除去しなくても差し支えない。
【０１００】
　以上の実施形態では、半導体層及びオーミックコンタクト層がデータ配線のパターンと
実質的に同一な場合を例示したが、本発明はこれに制限されない。すなわち、本発明を実
施する場合には、半導体層及びオーミックコンタクト層がチャネル領域にのみ形成されて
もよい。このような半導体層及びオーミックコンタクト層のパターンを形成するためには
前述した実施形態とは違って半導体層及びオーミックコンタクト層形成用のフォトレジス
トパターンと、データ配線用フォトレジストパターンをそれぞれ別個のマスクを用いて形
成するようになる。前述した構造の薄膜トランジスタアレイ基板及びその製造方法は、本
技術分野の当業者に広く知られており、後属する工程の微微である差異点は、当業者に容
易に理解できるため、具体的な説明は省略する。
【０１０１】
　以上、添付した図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明したが、当業者であれば
、本発明の技術的思想や必須的な特徴を変更せずに他の具体的な形態で実施されうること
を理解することができる。従って、上述した好適な実施形態は、例示的なものであり、限
定的なものではないと理解されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、液晶表示装置又は有機ＥＬ表示装置に適用される薄膜トランジスタアレイ基
板を製造することに適用されうる。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板のレイアウト図である。
【図２Ａ】図１のＡ－Ａ’線に沿って切った断面図である。
【図２Ｂ】図１のＢ－Ｂ’線に沿って切った断面図である。
【図２Ｃ】図１のＣ－Ｃ’線に沿って切った断面図である。
【図３Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図３Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図３Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図４Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図４Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図４Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図５Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図６Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図６Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図６Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
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【図７Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図７Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図７Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図８Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図８Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図８Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図９Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段階
別断面図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１０Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１０Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１１Ａ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１１Ｂ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１１Ｃ】本発明の一実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程段
階別断面図である。
【図１２Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１２Ｂ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１２Ｃ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１３Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１３Ｂ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１３Ｃ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１４Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１４Ｂ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１４Ｃ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１５Ａ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
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【図１５Ｂ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１５Ｃ】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法の工程
段階別断面図である。
【図１６】本発明の他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板のレイアウト図であ
る。
【図１７Ａ】図１６のＡ－Ａ’線に沿って切った断面図である。
【図１７Ｂ】図１６のＢ－Ｂ’線に沿って切った断面図である。
【図１７Ｃ】図１６のＣ－Ｃ’線に沿って切った断面図である。
【図１８Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図１８Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図１８Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図１９Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図１９Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図１９Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２０Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２０Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２０Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２１Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２１Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２１Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２２Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２２Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２２Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２３Ａ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２３Ｂ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【図２３Ｃ】本発明のさらに他の実施形態による薄膜トランジスタアレイ基板の製造方法
の工程段階別断面図である。
【符号の説明】
【０１０４】
１０…絶縁基反、
２２…ゲートライン、
２４…ゲート電極、
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２７…ゲートパッド、
３２…ゲート絶縁膜、
４４…半導体層、
５２、５５、５６…オーミックコンタクト層、
６２…データライン、
６５…ソース電極、
６６…ドレーン電極、
６７…データパッド、
７２…第１の保護膜、
８２…第２の保護膜、
９２…画素電極。
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